
   広報 あびこ 4No.1321   平成 24（2012）年11月16日号

　

東
日
本
大
震
災
に
係
る

「
り
災
証
明
書
」の
新
規
申

請
受
付
を
、
被
害
状
況
の

確
認
が
難
し
い
た
め
、
12

月
28
日
を
も
っ
て
終
了
し

ま
す
。

　

な
お
、「
り
災
証
明
書
」

の
再
発
行
お
よ
び「
り
災

届
出
証
明
書
」の
新
規
申

請
に
つ
い
て
は
、
引
き
続

き
受
付
を
し
ま
す
。

　
「
り
災
証
明
書
」の
新
規

申
請
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

印
鑑
と
本
人
が
確
認
で
き

る
も
の（
免
許
証
な
ど
）を

持
参
の
上
、
市
民
安
全
課

で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

市
民
安
全
課
・
内
線

２
９
５

　

平
成
24
年
中
の
国
民
健
康
保

険
税
と
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
お
よ
び
介
護
保
険
料
の
納
付

額
を
記
載
し
た「
納
付
確
認
書
」

を
、
平
成
25
年
1
月
下
旬
に
納

税
義
務
者
に
送
付
し
ま
す
。
確

定
申
告
、
市
・
県
民
税
の
申
告

に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

こ
の
納
付
確
認
書
に
は
特
別

徴
収
分
（
年
金
天
引
き
分
）は

含
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
。
年
金
天

引
き
分
に
つ
い
て
は
、各
年
金
・

共
済
保
険
者
か
ら
源
泉
徴
収
票

と
し
て
郵
送
さ
れ
ま
す
。ま
た
、

国
民
年
金
保
険
料
を
社
会
保
険

料
控
除
と
し
て
申
告
す
る
場
合
、

1
年
間
に
納
付
し
た
国
民
年
金

保
険
料
を
証
明
す
る
書
類
を
添

付
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

確
定
申
告
の
手
続
き
の
際
は
、

こ
の
証
明
書
や
領
収
証
書
が
必

要
と
な
り
ま
す
の
で
、
申
告
を

行
う
ま
で
大
切
に
保
管
し
て
く

だ
さ
い
。

　

国
民
健
康
保
険
税
と
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
料
お
よ
び
介
護

保
険
料
に
つ
い
て
、
年
末
調
整

の
た
め
早
め
に
納
付
確
認
書
が

必
要
な
方
は
電
話
で
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

　

国
保
年
金
課
◎
国
民
年
金

保
険
料
…
☎
０
５
７
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０
７
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－

１
１
７
◎
国
民
健
康
保
険

税
…
内
線
６
３
８
、
３
５
４
◎

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
…
内

線
４
１
４
、
４
１
５
、
高
齢
者

支
援
課
◎
介
護
保
険
料
…
内
線

3
1
3
、
4
3
3

▼納付を証明する書類の発送時期
種別 発送者 納付方法 発送時期

国民年金保険料 日本年金機構 金融機関納付・
口座振替分

11月上旬
※10月以降納付す
る方は2月上旬

国民健康保険税
・後期高齢者医
療保険料および
介護保険料

日本年金機構 特別徴収分
（年金天引き）

平成25年
1月下旬～2月上旬

我孫子市役所 窓口納付・
口座振替分

平成25年
1月下旬

確定申告

社
会
保
険
料
控
除
の

証
明
書
な
ど
の
お
知
ら
せ

◎
国
民
年
金
保
険
料

◎
国
民
健
康
保
険
税

◎
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

◎
介
護
保
険
料

日時・場所　下表参照
内容　◎所得税の青色申告決算書の作成および青色申告特別控除の適用
要件（貸借対照表の説明を含む）　◎消費税等の届出に関する手続、課税
売上高の判定、課税売上げの区分整理の方法および申告書の書き方◎国
税電子申告・納税システム（e-Tax）の概要および利用開始に当たっての
手続き

日　　時 場　　所

12月3日㈪午後1時30分～4時 あびこ市民プラザ（ホール）

12月4日㈫午後1時30分～4時 野田市役所（大会議室）

12月5日㈬午後2時～4時30分 柏市民文化会館（小ホール）

※用紙などは国税庁ホームページhttp://www.nta.go.jpからダウンロー
ドできます。
※各会場へは、なるべく公共交通機関をご利用ください。あびこ市民プ
ラザには専用駐車場はありません。
◆青色申告決算書は所得税の確定申告書等とあわせて、平成25年1月下
旬に送付します。
　　次に該当する方については、平成24年分の所得税等の青色申告決算
書および確定申告書等は送付されませんので、ご注意ください。
　①平成23年分の所得税等の確定申告書をe-Taxにより送信された方
　②平成23年分の所得税等の確定申告書を国税庁ホームページ「確定申
告書等作成コーナー」により作成された方
　柏税務署　個人課税第1部門☎7146－2321・内線324

■青色決算説明会・消費税等説明会■

東
日
本
大
震
災
に

係
る 

り
災
証
明
書
の

新
規
受
付
終
了
の

お
知
ら
せ

11月は「ちば国保月間」
　国民健康保険（国保）は、加入者が保険税を出し合い、病気やケガな
どのときに安心して治療を受けられる相互扶助の制度です。
◎保険税は納付期限内に納付しましょう
　治療費は、加入者が一部（１割～３割）を支払い、残りは国保が負担
します。その負担分には保険税が充てられます。保険税は国保を運営
するための重要な財源です。必ず納期限内に納めましょう。
◎お支払いは口座振替が便利です
　保険税を口座振替にすると、「自動的に引き落とされるので納め忘れ
がない」「納期ごとに金融機関に行く必要がない」など大変便利です。
取扱い金融機関についてはお問い合わせください。
※年金からの天引き（特別徴収）の対象となっている方でも、納付方法
変更申出書を提出することにより、口座振替で納めることができます。
◆国民健康保険税の軽減について
　前年中の所得が一定の基準以下（※）の場合、保険税（均等割額と平
等割額）が６割または４割減額になります。減額対象者は、申告（所得
税・住民税）された所得金額により決まるため、未申告の場合所得がな
くても軽減が受けることができなくなります。世帯主及び国保加入者
は、所得がなくても申告をお願いします。
（※）国保加入者、世帯主などの合計所得金額が『33万円＋（24.5万円×
世帯主以外の被保険者数）以下』
　国保年金課・内線354・390

事業仕分けの結果を
お知らせします

　行政改革推進委員会が行った事業仕分けの結果を受けて市の方針を決定しまし
た。今回実施した健康福祉分野51事業の仕分け結果は、「廃止」1件、「要改善」19件、
「現行どおり」31件です。「廃止」、「要改善」となった事業については、各課で事業の
見直しに取り組み、可能なものは平成25年度の予算編成に反映させます。下表に
掲載するのは、「廃止」「要改善」となった事業です。詳しくは、市ホームページのほ
か、市役所行政情報資料室で閲覧できます。 　総務課・内線282

事業名 担当課 市の方針
健康づくり推進員及び食生活改善推進員活動の充実

健康づくり支援課 要改善

健康フェア
健康宣言教室
朝食レシピコンクール
特定疾病療養者見舞金支給事業
食品表示の推進
健康づくり運動教室
SOSネットワーク事業

高齢者支援課 要改善
きらめきデイサービスの促進
空き店舗を活用した「お休み処」の充実
高齢社会への対応を探る事業の推進
地域ケア会議の開催
ファミリーサポートセンター事業の推進 保育課 要改善
地域活動支援センターへの支援

障害福祉支援課 要改善視覚障害者マッサージ師の派遣
障害福祉サービス相談支援事業
生活一時資金貸付事務 社会福祉課 廃止

基幹機能強化事業 障害者福祉セン
ター 要改善

国保税の滞納整理 国保年金課 要改善
子ども総合相談の推進 子ども相談課 要改善

市 政 情 報
　　

我
孫
子
市
で
は
、
東
日
本
大

震
災
以
降
、
人
口
の
減
少
が
続

い
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
転

出
者
と
転
入
者
か
ら
率
直
な
意

見
を
伺
い
、
そ
の
原
因
の
分
析

や
今
後
の
人
口
施
策
に
役
立
て

て
い
け
る
よ
う
、
11
月
１
日
か

ら
行
政
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
を

含
む
市
民
課
の
窓
口
で
簡
単
な

ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
て
い
ま

す
の
で
、
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

期
間　

平
成
25
年
４
月
30
日
ま

で　場
所　

市
民
課
、
各
行
政
サ
ー

ビ
ス
セ
ン
タ
ー

　

企
画
課
☎
７
１
８
５

－

１

４
２
６

転
出
者
・
転
入
者
に
対

す
る
窓
口
ア
ン
ケ
ー
ト

に
ご
協
力
く
だ
さ
い

http://www.nta.go.jp
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